
委任契約書i

委任者：叡智得留倶楽部（以下「甲」という）は2023（令和5）年5月14日に行わ

れた第11期叡智得留倶楽部総会において、第12期2025（令和7）年3月期をもって

解散iすることが決議遺された。甲は解散にあたり受任者：湯澤秀昭（以下「乙」とい

う）に叡智得留倶楽部の残務事務諒を以下のとおり委任し、湯澤秀昭はこれを受任し

た。その証として、本委任契約書（以下「本契約」という）を作成し、甲乙共に署名

捺印し、叡智得留倶楽部のホームページに開示するものとする。

2025（令和7）年4月1日

甲（委任者）：東京都品川区大崎二丁目7番30号　ハレ大崎401

叡智得留倶楽部

代表理事　湯澤秀昭

乙（受任者）：東京都品川区大崎二丁目7番30号　ハレ大崎401

湯澤秀昭
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第1条　委任の範囲

乙は甲の定款Ⅴ（以下「定款」という）に基づきへ　甲の残務事務（以下「残

務事務」）をおこなうものとする。

1．甲のホームページの維持管理

2．定款に定める議事録等の保管管理

3．文化庁の調査への対応

4．その他一切の残務事務

第2条　報告

乙が必要と判断した場合は甲のホームページに開示流することをもって甲への

報告とする証。

第3条　報酬立

甲から乙への報酬は無報酬とする。尚、乙が委任事務を処理するに当たって受け

取った金銭その他の物、及び取得した権利が発生した場合はこれらを乙が受け取

ることをもって甲からの報酬とする。

第4条　費用Ⅹ

乙が委任事務を処理するについて費用を要するときは乙がその費用を負担し、前

項第3条の報酬があるばあいはその費用に充てるものとする。
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第5条　委任の期間五

甲の第12期、2025（令和7）年4月1日社員総会終了の目から10年間Xiiとす

る。乙の死亡等やむを得ない事由により乙が委任事務を遂行できなくなった場

合、本契約は自然消滅する。

以上
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脚注：

民法　第十節委任　第六百四十三条（委任）

三高畔／／1と購．e一鮒Ⅴ瀞．j胡aw／129ACOOOOOOOO89（2025年4月1日アクセス）

ii定款第56条（解散）

iii第10期叡智得留倶楽部　総会　議事録．pdf

i▼事務：仕事とほぼ同義。その内容は、人間の生活上の利益に影響を及ぼす全ての行

為を含む。法律行為たると事実行為たるとを問わない。単なる不作為は含まれない

と解されている。例、「事務の委託」技術的職務に対応するものとして「事務」が使

われることもある。［有斐閣法律用語辞典第4版］

一一へ，酷刑諦最高刑pp航（脚在lossary－ji剛Sagy硯（2025年4月1日アクセス）

∵叡智得留倶楽部＿定款2018（平成30）年4月30日改定．pdf

∴「∴壷n理証桐陸75S4rp（－（2025年4月1日アクセス）

曹民法第六百四十四条（受任者の注意義務）

電定款第62条公告の方法

竜民法第六百四十五条（受任者による報告）

壷民法第六百四十六条（受任者による受取物の引渡し等）、第六百四十八条（受任者の

報酬）、

Ⅹ民法第六百四十九条（受任者による費用の前払請求）、第六百五十条（受任者による

費用等の償還請求等）

這民法第百十一条（代理権の消滅事由）第二項、第2号、第六百五十一条（委任の解

除）、第六百五十三条（委任の終了事由）、第六百五十一条（委任の解除）

違定款第21条（総会議事録）、第42条
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